
（
7
面
か
ら
続
く
）

中
板
橋
駅
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り
に

つ
い
て
問
う

【
質

問
】
今
後
設
置
予
定
で
あ

る
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
目
的
と

鉄
道
立
体
化
と
の
関
連
性
は
。

【
区

長
】
将
来
的
な
立
体
化
も

見
据
え
、
区
民
と
の
協
働
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
目
的
と
し

て
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

※
以
上
の
ほ
か
、
被
爆
者
と
と
も

に
核
廃
絶
の
声
を
世
界
へ
、「
旧

中
央
図
書
館
跡
地
の
活
用
に
区
民

の
声
を
」
に
つ
い
て
質
問
が
あ
っ

た物
価
高
騰
対
策
と
区
民
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
を
求
め
て

【
質

問
】
家
計
へ
の
経
済
的
な

支
援
策
を
6
年
度
補
正
予
算
と
7

年
度
予
算
に
盛
り
込
む
べ
き
。

【
区

長
】
国
の
税
制
改
正
の
動

向
な
ど
を
注
視
し
つ
つ
、
区
民
生

活
や
地
域
経
済
の
実
態
を
見
極
め

な
が
ら
予
算
編
成
を
進
め
て
い
く
。

【
質

問
】
公
共
施
設
の
使
用
料

に
つ
い
て
、
減
免
対
象
の
拡
大
と

子
ど
も
料
金
無
料
化
の
実
施
を
。

【
区

長
】
現
在
減
免
対
象
の
拡

大
を
行
う
考
え
は
な
い
。
子
ど
も

料
金
に
つ
い
て
は
、
見
直
す
必
要

が
あ
れ
ば
改
め
て
検
討
し
て
い
く
。

【
質

問
】
保
険
証
廃
止
を
や
め

る
よ
う
改
め
て
国
に
求
め
る
べ
き
。

【
区

長
】
国
に
中
止
を
求
め
る

考
え
は
な
い
が
、
マ
イ
ナ
保
険
証

を
基
本
と
す
る
仕
組
み
が
正
確
に

伝
わ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
く
。

介
護
事
業
所
の
倒
産
を
防
ぐ
た
め

の
手
立
て
を
求
め
て

【
質

問
】
介
護
事
業
所
の
実
態

調
査
を
区
に
求
め
た
が
、
次
期
計

画
策
定
時
に
行
う
と
の
回
答
が
あ

っ
た
。
区
は
、
事
業
所
が
倒
産
し

て
か
ら
対
策
を
考
え
る
の
か
。

【
区

長
】
区
が
指
定
す
る
介
護

施
設
で
経
営
難
を
理
由
と
す
る
事

業
所
の
閉
鎖
件
数
は
、
6
年
度
は

1
件
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
報
酬

改
定
に
よ
る
顕
著
な
影
響
は
確
認

で
き
な
い
。
7
年
度
に
経
営
状
況

な
ど
の
調
査
を
実
施
す
る
予
定
で

あ
り
、
状
況
把
握
に
努
め
て
い
く
。

災
害
対
策
の
強
化
を
求
め
て

【
質

問
】
単
な
る
同
行
避
難
で

は
な
く
、
ペ
ッ
ト
と
一
緒
に
過
ご

せ
る
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
べ
き
。

【
区

長
】
避
難
者
の
中
に
は
動

物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
あ
る
方
が
い
る

な
ど
、
様
々
な
課
題
が
あ
る
た
め

現
時
点
で
は
困
難
と
考
え
て
い
る
。

※
以
上
の
ほ
か
、
最
低
賃
金
１
５

０
０
円
以
上
を
中
小
企
業
支
援
と

セ
ッ
ト
で
た
だ
ち
に
、
上
板
橋
駅

北
口
の
駐
輪
場
増
設
を
、
高
島
平

の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
質
問
が

あ
っ
た

い
わ
い
桐
子

（
共
産
党
）

高
島
平
の
ま
ち
づ
く
り
を
問
う

【
質

問
】
相
反
す
る
考
え
方
や

様
々
な
価
値
観
を
受
け
入
れ
る
た

め
に
は
、
Ｕ
Ｒ
へ
の
働
き
か
け
が

必
要
と
考
え
る
。
見
解
は
。

【
区

長
】
6
年
3
月
に
、
高
島

平
地
域
の
持
続
的
発
展
を
め
ざ
し
、

Ｕ
Ｒ
と
基
本
協
定
を
締
結
し
て
お

り
、
必
要
に
応
じ
て
働
き
か
け
を

行
っ
て
い
く
。

民
生
委
員
の
活
動
に
つ
い
て
問
う

【
質

問
】
高
齢
者
見
守
り
調
査

に
お
い
て
、
配
付
さ
れ
る
名
簿
に

過
去
の
調
査
結
果
が
反
映
さ
れ
る

よ
う
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
整
備
す

る
な
ど
、
民
生
委
員
へ
の
サ
ポ
ー

ト
が
必
要
と
考
え
る
。
見
解
は
。

【
区

長
】
シ
ス
テ
ム
の
仕
様
上
、

調
査
結
果
が
反
映
さ
れ
な
い
課
題

が
あ
り
、
現
在
、
課
題
の
解
消
に

向
け
検
討
中
で
あ
る
。

【
質

問
】
民
生
委
員
が
活
動
し

や
す
い
環
境
を
つ
く
る
た
め
、
民

生
委
員
の
認
知
度
を
向
上
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
。
見
解
は
。

【
区

長
】
民
生
委
員
と
連
携
し
、

周
知
活
動
を
行
っ
て
い
る
が
、
認

知
度
の
さ
ら
な
る
向
上
の
た
め
、

新
た
な
取
組
み
を
検
討
し
て
い
く
。

※
以
上
の
ほ
か
、
第
５０
回
衆
議
院

議
員
総
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
質

問
が
あ
っ
た

小
野
ゆ
り
こ

（
日
本
維
新
の
会
）

子
ど
も
の
権
利
に
つ
い
て
問
う

【
質

問
】
ボ
ー
ル
遊
び
の
実
態

調
査
の
状
況
と
今
後
の
方
針
は
。

【
区

長
】
現
在
、
調
査
結
果
の

整
理
・
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
調

査
結
果
に
基
づ
き
、
利
用
者
と
地

域
住
民
双
方
の
理
解
が
得
ら
れ
る

ボ
ー
ル
遊
び
の
あ
り
方
を
6
年
度

末
頃
に
ま
と
め
る
予
定
で
あ
る
。

【
質

問
】
病
児
保
育
施
設
に
つ

い
て
、
計
画
で
は
5
か
所
設
置
が

望
ま
し
い
と
し
て
い
る
が
、
未
充

足
な
状
況
で
あ
る
。
こ
の
状
況
に

つ
い
て
、
見
解
と
改
善
策
は
。

【
区

長
】
感
染
症
の
流
行
時
な

ど
に
利
用
し
づ
ら
い
こ
と
は
認
識

し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
区
医
師

会
に
医
療
機
関
の
紹
介
を
依
頼
し

て
い
る
が
、
引
き
続
き
情
報
交
換

を
行
い
、
施
設
の
拡
充
に
向
け
、

働
き
か
け
を
行
っ
て
い
く
。

【
質

問
】
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
教

室
で
は
、
読
み
書
き
に
課
題
が
あ

る
児
童
へ
の
支
援
が
十
分
で
は
な

い
と
考
え
る
。
き
こ
え
と
こ
と
ば

の
教
室
の
設
置
校
数
や
受
入
れ
人

数
を
増
や
す
な
ど
拡
充
を
求
め
る
。

見
解
は
。

【
教
育
長
】
拡
充
は
現
状
で
は
難

し
い
が
、
支
援
が
必
要
な
児
童
・

生
徒
に
対
し
て
実
態
を
的
確
に
把

握
し
、
適
切
な
対
応
が
で
き
る
よ

う
指
導
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
。

大

野

ゆ

か

（
い
た
ば
し
未
来
）

議
会
ト
ピ
ッ
ク
ス

議会運営委員会行政視察

他の自治体の先進事例について調査・研究するため、
議会運営委員及び正副議長が行政視察を実施しました。

●●石石川川県県金金沢沢市市（（1111月月1133日日））
議会基本条例検証特別委員会の運営について視察を

行い、議会の権能を向上させるための取組みなどにつ
いて質疑を行いました。
●●石石川川県県白白山山市市（（1111月月1144日日））
議会報告会・意見交換会の実施方法について視察を

行い、意見交換会の効果的な運用方法などについて質
疑を行いました。

●会議は原則として午前10時に開会予定です（議会運営
委員会は午後1時から）。日時は変更となる場合があ
ります。

●手話通訳は希望日の7日前、一時保育は希望日の10日
前、ヒアリングループ（磁気誘導ループ）の利用（委
員会室のみ）は希望日の3日前（土日祝日を除く）ま
でにお申し込みください。

●本定例会中に審査を希望される請願・陳情につきまし
ては、2月4日（火）午後3時までにご提出ください。

●本会議及び予算審査特別委員会（総括質問）の様子は、
インターネットでライブ中継及び録画配信を行います。
ホームページよりご覧ください。

令和7年第1回定例会の開会予定

2月5日（水） 告示、議会運営委員会

2月13日（木） 本会議（一般質問）、予算審査特別委員会

2月14日（金）
企画総務委員会、区民環境委員会、健康福祉委員会

予算審査特別委員会（企画総務・区民環境・健康福祉分科会）

2月17日（月）
都市建設委員会、文教児童委員会

予算審査特別委員会（都市建設・文教児童分科会）

2月19日（水） 議会運営委員会

2月20日（木） ブランド戦略推進調査特別委員会、介護支援調査特別委員会

2月21日（金） 災害対策調査特別委員会、ゼロカーボンシティ推進調査特別委員会

2月26日（水） 予算審査特別委員会（補正予算に対する総括質問）

2月27日（木） 議会運営委員会

2月28日（金） 本会議（区長による施政方針説明）

3月5日（水） 本会議（代表質問）

3月7日（金） 予算審査特別委員会（企画総務・区民環境・健康福祉分科会）

3月10日（月） 予算審査特別委員会（都市建設・文教児童分科会）

3月14日（金）

予算審査特別委員会（当初予算に対する総括質問）3月17日（月）

3月18日（火）

3月21日（金） 議会運営委員会

3月24日（月） 本会議

令和7年（２０２５年）１月１日（８）い た ば し 区 議 会 だ よ り第211号


